
通 所 介 護 サ ー ビ ス 重 要 事 項 説 明 書

1. 事 業 所 概 要

2. サ ー ビ ス の 内 容
（ 1 ） 「 通 所 介 護 サ ー ビ ス 」 は ご 利 用 者 が 奉 優 会 の 管

理 運 営 す る 施 設 に 通 っ て 、 当 該 施 設 に お い て 、 食
事 の 提 供 （ こ れ ら に 伴 う 介 護 を 含 む ） 、 生 活 等 に
関 す る 相 談 ・ 助 言 、 健 康 状 態 の 確 認 、 そ の 他 ご 利
用 者 に 必 要 な 日 常 生 活 上 の 世 話 、 並 び に 機 能 訓 練
を 行 う サ ー ビ ス で す 。

（ 2 ） 奉 優 会 は 上 記 の 施 設 及 び 日 程 に よ り サ ー ビ ス を
提 供 し ま す 。
（ 3 ） サ ー ビ ス 提 供 に あ た っ て は 「 通 所 介 護 計 画 書 」
に 沿 っ て 計 画 的 に 提 供 し ま す 。

サービス提供を
行う施設

所在地 　東京都文京区千駄木 5 丁目 19 番 2 号 

名称
文京千駄木高齢者在宅

サービスセンター
電話

TEL：03-3827-
5421 
FAX：03-5842-
1961 

介護保険指定番号 通所介護　　(　東京都　) 

管理責任者 氏名 　日馬　賢嗣 連絡先 上記と同じ

営業日
営業時間

月～土 8：30～17：30　祝祭日も営業
但し、12 月 29 日から１月 3 日を除きます。

サービス提供時間 9：00～17：00

施設概要

定員 30 人（１日あたり）
機能訓練室兼食堂 1 室

相談室 1 室
静養室 1 室
浴室 1 室

送迎車
普通自動車 2 台（うちリフト車 2
台）
軽自動車１台（車椅子対応車）

職員体制（兼務
有）

職員数 業務内容
管理者 　　　　1 名以上 施設運営管理など

生活相談員 　　　　1 名以上 生活相談・生活指導、通所介護計
画の策定等

機能訓練職員 　　　　1 名以上 機能訓練等
看護職員 　　　　1 名以上 健康チェック・養護等
介護職員 4 名以上 送迎業務など
調理員 1 名以上 利用者の昼食等の調理など
運転手 2 名以上 送迎業務など



サ ー
ビ ス
内 容

通 所 介 護 計 画 に 沿 っ て 送 迎 サ ー ビ ス 、 食 事
サ ー ビ ス 、 機 能 訓 練 （ 日 常 動 作 訓 練 ） 、 そ
の 他 必 要 な 介 護 を お こ な い ま す 。

送 迎 サ ー ビ
ス

リ フ ト 付 ワ ゴ ン 車 に て 、 送 り
迎 え を 行 い ま す 。
車 椅 子 で の 乗 車 も 可 能 で す 。

食 事 サ ー ビ
ス

昼 食 の 提 供 を し ま す 。
ご 希 望 の 方 に は 夕 食 を 提 供 し
ま す 。
刻 み 食 等 の 対 応 も 可 能 で す 。

機 能 訓 練
（ 日 常 動 作
訓 練 ）

日 常 動 作 訓 練 を 行 い ま す 。

入 浴 サ ー ビ
ス

入 浴 サ ー ビ ス を 提 供 し ま す 。

生 活 相 談
ご 利 用 者 や 家 族 か ら の 介 護 等
に 関 す る 相 談 を お 受 け し ま
す 。

趣 味 い き が
い 活 動

手 工 芸 ・ ゲ ー ム な ど 、 趣 味 や
生 き が い に つ な が る 活 動 を し
ま す 。

そ の 他 介 護
サ ー ビ ス

そ の 他 、 必 要 に 応 じ て 介 護 サ
ー ビ ス を 行 い ま す 。

サ ー
ビ ス
提 供
地 域

文 京 区 に お 住 ま い の 方 。  

3. サ ー ビ ス 提 供 の 記 録 等
（ 1 ） サ ー ビ ス 提 供 を し た 際 に は 、 あ ら か じ め 定 め た

「 通 所 介 護 記 録 書 」 の 書 面 に 必 要 事 項 を 記 入 し て 、
ご 利 用 者 の 確 認 を 受 け ま す 。

（ 2 ） 事 業 所 は 、 一 定 期 間 ご と に 「 通 所 介 護 計 画 書 」
の 内 容 に 沿 っ て 、 サ ー ビ ス 提 供 の 状 況 、 目 標 達 成
等 の 状 況 等 に 関 す る 「 通 所 介 護 記 録 書 」 、 そ の 他



の 記 録 を 作 成 し て 、 ご 利 用 者 に 説 明 の う え 交 付 す
る と 共 に 、 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 に 提 出 し ま す 。

（ 3 ） 事 業 所 は 、 前 記 「 通 所 介 護 記 録 書 」 そ の 他 の 記
録 を 契 約 終 了 後 5 年 間 は 適 正 に 保 管 し 、 ご 利 用 者
の 求 め に 応 じ て 閲 覧 に 供 し 、 又 は ご 利 用 者 の 実 費
負 担 （ 1枚 10 円 ） に よ り 、 そ の 写 し を 交 付 し ま す 。

4. 　 ご 利 用 者 負 担 金 　 ※ 介 護 保 険 負 担 割 合 証 を 確 認
    さ せ て 頂 き ま す 。  

（ 1 ） ご 利 用 者 負 担 金 は 別 紙 の と お り で す 。
（ 2 ） 介 護 保 険 外 の サ ー ビ ス と な る 場 合 （ サ ー ビ ス 利

用 料 の 一 部 が 制 度 上 の 支 給 限 度 額 を 超 え る 場 合 を
含 む ） に は 、 全 額 自 己 負 担 と な り ま す 。 （ 介 護 保
険 外 の サ ー ビ ス と な る 場 合 に は 、 居 宅 サ ー ビ ス 計
画 を 作 成 す る 際 に 居 宅 介 護 支 援 専 門 員 か ら 説 明 の
う え 、 ご 利 用 者 の 同 意 を 得 る こ と に な り ま す 。 ）
ま た 何 ら か の 理 由 に て 介 護 保 険 の 給 付 を 受 け な い
方 に つ い て も 全 額 自 己 負 担 と な り ま す 。

（ 3 ） 支 払 い 方 法
事 業 者 は 、 当 月 の 料 金 の 合 計 額 の 請 求 書 に 明 細 を 付
し て 、 翌 月 25 日 頃 ま で に ご 利 用 者 に 送 付 し ま す 。

ご 利 用 者 は 、 当 月 の 料 金 の 合 計 額 を 翌 月 27 日 に （ 自
動 引 き 落 と し の 方 法 で ） 支 払 い ま す 。 （ 27 日 が 土 日
祝 の 場 合 は 後 ろ に ず れ る 場 合 が あ り ま す 。 ）
引 き 落 と し の 手 数 料 は 事 業 所 が 負 担 し ま す 。

　
5. 早 退 、 キ ャ ン セ ル 及 び サ ー ビ ス の 中 止 な ど

（ 1 ） ご 利 用 者 が サ ー ビ ス の 中 止 を す る 際 に は 、 す み
や か に 次 の 連 絡 先 （ 又 は 前 記 の 管 理 責 任 者 連 絡
先 ） ま で ご 連 絡 く だ さ い 。
連 絡 先 （ 電 話 ） ： 　 　  03-3827-542  1       

（ 2 ） ご 利 用 者 都 合 で サ ー ビ ス を 中 止 す る 場 合 に は 、
で き る だ け サ ー ビ ス 利 用 の 前 営 業 日 午 後 5 時 ま で に
ご 連 絡 く だ さ い 。 同 時 刻 を 過 ぎ て か ら の キ ャ ン セ
ル は 、 次 の キ ャ ン セ ル 料 を 申 し 受 け る こ と に な り
ま す の で 、 ご 了 承 く だ さ い （ た だ し 、 ご 利 用 者 の
容 態 の 急 変 な ど 、 緊 急 や む を 得 な い 事 情 が あ る 場
合 は 、 キ ャ ン セ ル 料 は 不 要 で す ） 。
① ご 利 用 日 の 前 営 業 日 午 後 5 時 ま で に ご 連 絡 い た だ



い た 場 合 ＊ 　 　 　 　 　 無 料
② ご 利 用 日 の 当 日 の ご 連 絡 の 場 合  　 　 昼 食 ・ お や

つ 代 ・ 実 費 分 の キ ャ ン セ ル 料
　 　 ＊ ご 利 用 日 が 月 曜 日 ま た は 休 前 日 の 場 合 ご 注 意
下 さ い 。

（ 3 ） ご 利 用 者 が サ ー ビ ス 利 用 中 に 早 退 を し た 場 合 の
利 用 料 金 は 、 基 本 利 用 料 金 の ご 利 用 者 負 担 金 の 全
額 を お 支 払 い い た だ き ま す 。 た だ し 、 基 本 料 金 以
外 の そ の 他 の 利 用 料 金 に 関 し て は 、 利 用 し た 場 合
の み お 支 払 い い た だ き ま す 。

（ 4 ） 健 康 上 の 理 由 に よ る 中 止
①風 邪 、 病 気 の 際 は 、 サ ー ビ ス の 提 供 を お 断 り す る

こ と が あ り ま す 。
②当 日 の 健 康 チ ェ ッ ク の 結 果 、 体 調 が 悪 い 場 合 、 サ

ー ビ ス 内 容 の 変 更 ま た は 中 止 す る こ と が あ り ま す 。
そ の 場 合 、 ご 家 族 に ご 連 絡 の 上 対 応 い た し ま す 。

③サ ー ビ ス を ご 利 用 中 に 体 調 が 悪 い 場 合 、 サ ー ビ ス
を 中 止 す る こ と が あ り ま す 。 そ の 場 合 、 ご 家 族 に
連 絡 の 上 対 応 い た し ま す 。 ま た 、 必 要 に 応 じ て 主
治 医 に 連 絡 を 取 る な ど 、 必 要 な 措 置 を 講 じ ま す 。

6. そ の 他
（ 1 ） 事 故 が 発 生 し た 場 合 は 、 家 族 等 へ 連 絡 す る と と

も に 、 必 要 に 応 じ て 、 市 区 町 村 や 関 係 機 関 等 に 連
絡 を 取 り 、 対 策 を と り ま す 。 ご 利 用 者 に 賠 償 す る
べ き 事 故 の 場 合 は 速 や か に 損 害 賠 償 を 行 い ま す 。
な お 、 損 害 賠 償 の 範 囲 は 、 裁 判 の 判 例 な ど を 鑑 み
て 、 一 般 的 な 相 当 因 果 関 係 に あ た る も の を 指 し ま
す 。 　

（ 2 ） サ ー ビ ス 従 業 者 に 対 す る 贈 り 物 や 飲 食 等 の も て
な し は 、 ご 遠 慮 さ せ て い た だ き ま す 。

7. 社 会 福 祉 法 人 　 奉 優 会 の 概 要
（1 ）事業概要

名 称 ・ 法 人
種 別

社 会 福 祉 法 人   奉 優 会

代 表 者 役
職 ・ 氏 名

理 事 長   香 取  寛

本 部 所 在
地 ・

東 京 都 世 田 谷 区 駒 沢 1 丁 目 4 番 15 号  
真 井 ビ ル 5階 　 　



電 話 番 号 Ｔ Ｅ Ｌ 　 03-5712-3770

事 業 内 容 1 、  特 別 養 護 老 人 ホ ー ム
2 、  短 期 入 所 生 活 介 護
3 、  介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護
4 、  軽 費 老 人 ホ ー ム
5 、  通 所 介 護 事 業 所
6 、  介 護 予 防 通 所 介 護 事 業 所
7 、  認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 所
8 、  老 人 福 祉 セ ン タ ー （ 介 護 予 防 ）
9 、  フ ァ ミ リ ー ・ サ ポ ー ト ・ セ ン タ
ー 事 業
10 、 地 域 ケ ア プ ラ ザ
11 、 区 民 セ ン タ ー
12 、 就 労 支 援 施 設
13 、 コ ミ ュ ニ テ ィ カ フ ェ
14 、 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
15 、 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
16 、 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護
17 、 事 業 所 内 保 育 事 業
18 　 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護
19 、 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

（ 2 ） 運 営 の 方 針
奉 優 会 で は 、 顧 客 満 足 を 得 る こ と や 、 潜 在 的 な ご
利 用 者 ニ ー ズ を 社 会 の シ ス テ ム と し て 具 体 化 し 、
社 会 の ニ ー ズ や 「 夢 」 を 実 現 す る こ と を 通 し て 、
広 く 社 会 に 貢 献 し て い く こ と が 必 要 で あ る と 考 え
ま す 。 そ の た め に は 社 会 の 新 し い ニ ー ズ （ ソ ー シ
ャ ル ・ ニ ー ズ ） を 見 つ け 出 し 、 そ れ に 対 応 す る 力
（ ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー ズ ・ ア ビ リ テ ィ ） を 磨 き 、
社 会 貢 献 を 通 じ て 法 人 の 社 会 的 責 任 を 担 う （ ソ ー
シ ャ ル レ ス ポ ン シ ビ リ テ ィ ） こ れ ら の ３ 点 を 融 合
さ せ な が ら 、 社 会 全 体 の ニ ー ズ を 満 た す こ と の で
き る 法 人 を 目 指 し て い き ま す 。

8. 個 人 情 報 の 取 り 扱 い に つ い て
（ 1 ） 個 人 情 報 の 収 集 は 、 介 護 関 係 な ら び に 関 連 事 業

の サ ー ビ ス 提 供 前 に 、 利 用 目 的 の 範 囲 を 説 明 し 、
同 意 を 頂 い た 上 で 収 集 い た し ま す 。

（ 2 ） 個 人 情 報 の 利 用 は 、 同 意 を 頂 き ま し た 利 用 目 的



の 達 成 に 必 要 な 範 囲 内 に お い て 、 適 正 に 使 用 い た
し ま す 。

（ 3 ） 個 人 情 報 の 第 三 者 へ の 提 供 は 、 情 報 を 頂 い た ご
本 人 の 依 頼 、 ま た は 同 意 の 無 い 限 り 提 供 す る こ と
は い た し ま せ ん 。 ま た 、 同 意 の も と 、 提 供 、 委 託
を 行 う 場 合 に お い て も 、 そ の 個 人 情 報 に 対 し て は 、
適 正 に 管 理 ・ 監 督 を 行 っ て 参 り ま す 。

（ 4 ） 同 意 を い た だ く 必 要 が あ る 個 人 情 報 の 利 用 目 的
の 範 囲 は 以 下 の 通 り で す 。

①当 法 人 が 、 ご 利 用 者 様 か ら の 依 頼 に も と づ い た 各
種 サ ー ビ ス を 提 供 す る た め の 利 用 。

②提 供 し た サ ー ビ ス に 対 す る 請 求 業 務 な ど の 介 護 保
険 事 務 で の 利 用 。

③サ ー ビ ス 提 供 に 係 わ る 、 事 業 所 等 の 管 理 運 営 業 務
で の 利 用 。

④ご 利 用 者 か ら の 依 頼 に 基 づ い た 適 正 な サ ー ビ ス を
提 供 す る た め の 、 他 サ ー ビ ス 事 業 者 や 居 宅 介 護
支 援 事 業 所 と の 連 携 （ サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 ） 、
照 会 へ の 回 答 。

⑤ご 家 族 へ の 心 身 の 状 況 説 明 。
⑥奉 優 会 か ら の サ ー ビ ス 等 の ご 案 内 を す る た め の 利

用 。
⑦奉 優 会 か ら の サ ー ビ ス 向 上 を 目 的 と し た ア ン ケ ー

ト の 依 頼 を す る た め の 利 用 。
⑧各 事 業 に 関 す る 顧 客 動 向 分 析 も し く は 商 品 開 発 等

の 調 査 分 析 の た め 。
⑨行 政 機 関 等 か ら の 要 求 で 、 法 令 上 応 じ る こ と が 義

務 付 け ら れ て い る 事 項 に 対 す る 利 用 。
⑩そ の 他 、 特 に 目 的 を 特 定 の 上 、 同 意 を 得 て 収 集 し

た 個 人 情 報 に つ い て は 、 そ の 特 定 し た 利 用 目 的
に 沿 う 利 用 。

9. 緊 急 時 の 対 応 方 法
サ ー ビ ス 提 供 中 に 容 体 の 変 化 等 が あ っ た 場 合 は 、 主
治 医 、 救 急 隊 、 親 族 、 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 等 へ の 連
絡 を い た し ま す 。 ま た 、 事 故 発 生 時 、 区 へ の 報 告 そ
の 他 必 要 な 場 合 も 速 や か な 連 絡 、 必 要 な 措 置 を 取 る
な ど 事 故 の 対 応 を 講 じ ま す 。
※ 主 治 医 ・ 緊 急 連 絡 先 は 別 紙 に 記 載

10 ． サ ー ビ ス の 終 了 に つ い て



ご 利 用 者 が 入 所 し た 場 合 、 要 介 護 区 分 が 非 該 当 ま た
は 要 支 援 と 認 定 さ れ た 場 合 、 死 亡 し た 場 合 、 転 居 に
よ り サ ー ビ ス の 提 供 が 不 可 能 と な っ た 場 合 な ど は 自
動 的 に 契 約 終 了 と な り ま す 。 契 約 の 有 効 期 間 内 で あ
っ て も 奉 優 会 と ご 利 用 者 の 双 方 の 合 意 よ り こ の 契 約
を 解 約 で き ま す 。

11. 即 時 解 約 に つ い て  
次 の 事 由 に 該 当 し た 場 合 は 、 事 業 者 は 文 書 で 通 知 す
る こ と に よ り 、 直 ち に 本 契 約 を 解 除 す る こ と が で き
ま す 。 な お 、 ② か ら ⑥ の 場 合 、 奉 優 会 は 、 ご 利 用 者
及 び 保 証 人 に 対 し て 、 理 由 を 示 し た 書 面 に よ り 解 除
を 通 知 す る も の と し ま す 。   

（ 1 ） ご 利 用 者 の 料 金 の 支 払 が 2ケ 月 間 以 上 遅 延 し 、 直
ち に 支 払 う よ う 事 業 者 が 催 告 し た に も か か わ ら ず 、
そ の 催 告 到 達 の 日 か ら 2週 間 以 内 に 支 払 わ れ な い 場
合 。  

（ 2 ） ご 利 用 者 ま た は ご 利 用 者 の 成 年 後 見 人 任 意 後 見･

人 ・ 代 理 人 ・ ご 家 族 ・ ご 利 用 者 の 関 係 者 等 （ 以 下 、
「 ご 家 族 等 と い う ） が 職 員 に 対 し て 暴 力 セ ク｣ ､ ､ ･

ハ ラ 行 為 暴 言 等 を 行 い 、 ま た は 職 員 に 関 し て 誹 諮･

中 傷 す る 等 し て 、 サ ー ビ ス 提 供 の 続 行 が 困 難 な 場
合 。

（ 3 ） ご 利 用 者 ま た は ご 家 族 等 か ら 、 職 員 へ の 特 定 の
団 体 へ の 加 入 物 品 の 購 買 等 の 度 重 な る 執 拗 な 勧 誘･

等 に よ り 、 サ ー ビ ス 提 供 の 続 行 が 困 難 な 場 合 。  
（ 4 ） SNS （ ソ ー シ ャ ル ネ ッ ト ワ ー ク サ ー ビ ス ） 等 へ 法

人 や 事 業 所 の 誹 謗 中 傷 的 な 書 き 込 み が 発 覚 し た 場
合 。  

（ 5 ） 上 記 の 他 、 ご 利 用 者 ま た は ご 家 族 等 が 、 事 業 所
ま た 職 員 に 対 し て 、 本 契 約 を 継 続 し 難 い 程 の 不 信
行 為 を 行 っ た 場 合 。  

（ 6 ） 天 災 、 法 令 の 改 廃 、 そ の 他 の や む を 得 な い 事 情
に よ り 、 施 設 を 閉 鎖 ま た は 縮 小 す る 場 合 。

12. サ ー ビ ス 内 容 に 関 す る 苦 情
　 　 別 紙 に 記 載 し て い ま す 。
　 　 　

13. 非 常 災 害 対 策
・ 防 火 管 理 責 任 者 　 　 　 　 　  事 業 所 責 任 者   



・ 避 難 訓 練 　 年 2回 　 ・ 防 災 訓 練 　 年 2回 　 ・ 通 報 訓
練 　 年 １ 回

・ 業 務 継 続 計 画 （ BCP ） を 策 定 し 、 当 該 計 画 に 係 る
研 修 及 び 訓 練 を 年 １ 回 以 上 実 施 す る と と も に 、 定
期 的 に 計 画 の 見 直 し を 行 う 。

14. 身 体 拘 束 に つ い て
ご 利 用 者 の 自 由 を 制 限 す る よ う な 身 体 拘 束 は 行 い ま
せ ん 。 た だ し 、 緊 急 や む を 得 な い 理 由 に よ り 拘 束 せ
ざ る を 得 な い 場 合 に は 、 事 前 に ご 利 用 者 お よ び そ の
家 族 に 十 分 な 説 明 を 行 い 、 同 意 を 得 て 実 施 し 記 録 し
ま す 。

15. 虐 待 の 防 止 の た め の 措 置 に 関 す る 事 項
人 権 の 擁 護 ・ 虐 待 の 発 生 、 そ の 再 発 を 防 止 す る た め
に 高 齢 者 虐 待 防 止 委 員 会 を 設 置 そ の 結 果 に つ い て 職
員 へ 周 知 し ま す 。 ほ か 、 指 針 の 整 備 、 研 修 を 実 施 し
ま す 。  
サ ー ビ ス 提 供 中 に 、 該 当 事 業 所 職 員 又 は 擁 護 者 （ ご
利 用 者 の 家 族 等 高 齢 者 を 現 に 擁 護 す る 者 ） に よ る 虐
待 を 受 け た と 思 わ れ る ご 利 用 者 を 発 見 し た 場 合 は 、
速 や か に 、 こ れ を 市 区 町 村 に 通 報 し ま す 。

16. 感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 防 止 の た め の 対 策
事 業 所 内 の 衛 生 管 理 、 介 護 ケ ア に か か る 感 染 対 策 を
行 な い 、 感 染 症 の 予 防 に 努 め ま す 。 感 染 症 の 発 生 、
そ の 再 発 を 防 止 す る た め に 感 染 症 対 策 委 員 会 を 設 置
し 、 そ の 結 果 に つ い て 職 員 へ 周 知 し ま す 。 ほ か 、 指
針 の 整 備 、 研 修 及 び 訓 練 を 実 施 し ま す 。 ま た 、 新 た
な 感 染 症 発 生 時 に 対 し て は 、 BCP （ 業 務 継 続 計 画 ）
に 基 づ い て 対 応 し ま す 。

17. 福 祉 サ ー ビ ス 第 三 者 に よ る 評 価 の 実 施
質 の 高 い 福 祉 サ ー ビ ス を 事 業 者 が 提 供 す る た め に 、
公 正 ・ 中 立 な 第 三 者 が 専 門 的 ・ 客 観 的 な 立 場 か ら 評
価 を 行 う 仕 組 み が 、 福 祉 第 三 者 評 価 で す 。 評 価 の 結
果 は 、 介 護 サ ー ビ ス 情 報 公 表 シ ス テ ム の ホ ー ム ペ ー
ジ に て 確 認 で き ま す 。
✅ 実 施 し て い る
□ 実 施 し て い な い



18 ． 連 帯 保 証 人 に つ い て
（ 1 ） 連 帯 保 証 人 は 、 本 契 約 か ら 生 じ る ご 利 用 者 の 債

務 （ 本 契 約 に 関 連 し て 生 じ た 不 法 行 為 に よ る 賠 償
債 務 を 含 み ま す ） （ ご 利 用 者 代 理 人 が 契 約 者 本 人
と し て 事 業 者 に 対 し て 債 務 を 負 う 場 合 に は こ れ を
含 む も の と し ま す ） を 連 帯 し て 保 証 し ま す 。 本 契
約 が 更 新 さ れ た 場 合 に お い て も 、 同 様 で す 。  

（ 2 ） 前 項 の 連 帯 保 証 人 の 負 担 は 、 極 度 額 300 万 円 を 限
度 と し ま す 。  

（ 3 ） 連 帯 保 証 人 の 請 求 が あ っ た と き は 、 奉 優 会 は 、
連 帯 保 証 人 に 対 し 、 遅 滞 な く 、 主 た る 債 務 者 の 債
務 の 支 払 状 況 や 滞 納 金 の 額 、 損 害 賠 償 の 額 そ の 他
民 法 458 条 の 2 に 定 め る 主 た る 債 務 に つ い て 情 報 を
提 供 し ま す 。

19. ハ ラ ス メ ン ト に つ い て
事 業 所 は 適 正 な 支 援 の 提 供 を 確 保 す る 観 点 か ら 、  
職 場 に お い て 及 び ご 利 用 者 ・ ご 利 用 者 家 族 よ り 行 わ
れ る 性 的 な 言 動 又 は 優 越 的 な 関 係 を 背 景 と し た 言 動
で あ っ て 業 務 上 必 要 か つ 相 当 な 範 囲 を 超 え た も の に
よ り 従 業 者 の 就 業 環 境 が 害 さ れ る こ と を 防 止 す る 方
針 の 明 確 化 等 の 必 要 な 措 置 を 講 じ る も の と す る 。
（ 1 ） 職 場 及 び 介 護 の 現 場 に お け る ハ ラ ス メ ン ト  

( カ ス タ マ ー ハ ラ ス メ ン ト ・ セ ク シ ャ ル ハ ラ ス メ
ン ト を 含 む ) を 防 止 す る 為 に 基 本 方 針 を 定 め 従 業
者 に 周 知 ・ 啓 発 を す る 。

（ 2 ） ハ ラ ス メ ン ト の 対 応 マ ニ ュ ア ル を 作 成 し 対 処
方 法 、 ル ー ル の 周 知 ・ 啓 発 、 研 修 を 実 施 す る も の
と す る 。

（ 3 ） 相 談  ( 苦 情 を 含 む ) に 応 じ 、  適 切 な 相 談 対 応
の た め の 体 制 を 整 備 し 従 業 者 に 対 し 相 談 窓 口 等 に
つ い て 周 知 を 行 う 。

通 所 介 護 の 提 供 開 始 に あ た り 、 ご 利 用 者 に 対 し て 本 書

面 に 基 づ い て 重 要 な 事 項 を 説 明 し ま し た 。  

契 約 締 結 日 　 令 和 　 　 　 　 年 　 　 　 　 月 　 　 　 　 日



所 在 地 　  東 京 都 世 田 谷 区 駒 沢  一 丁 目  4      

番  15      号 　 真 井 ビ ル  5      階   

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 名 　 称 　 社 会 福 祉 法 人 奉 優

会 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　   

代 表 者 　 理 事 長 　 香 取 　 寛  

印

1. 本 人  
私 は 、 上 記 の 重 要 事 項 に つ い て 説 明 を 受 け 、 内 容 を 十

分 に 理 解 し 、 承 諾 し ま し た 。  
署 名 ：  

住 所 ：  

　  

日 付 ： 　 　 令 和 　 　 　 　 年 　 　 　 　 月 　 　 　 日  

2. 連 帯 保 証 人  



私 は 、 上 記 の 内 容 を 確 認 し 、 保 証 人 と し て の 責 任 を 承
諾 し ま し た 。

極 度 額 ：  300      万 円  
署 名 ：  

続 柄 ：  

住 所 ：  

　  

日 付 ： 　 　 令 和 　 　 　 　 年 　 　 　 　 月 　 　 　 日  

 3. 代 理 人 （ 後 見 人 等 ）  
私 は 、 本 人 の 代 理 人 と し て 、 上 記 の 内 容 を 確 認 し 、 承

諾 し ま し た 。
署 名 ：  

　  

住 所 ：  

　  

日 付 ： 　 　 令 和 　 　 　 　 年 　 　 　 　 月 　 　 　 日  


